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青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポつがる市実行委員会会則 

 

   第１章 総則 

 (名称)  

第１条 本会は、青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポつがる市実行委員会（以下「実行委員会」

という。）と称する。 

 (目的) 

第２条 実行委員会は、第80回国民スポーツ大会及び第25回全国障害者スポーツ大会におい

て、つがる市で開催される競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に必要な事務

及び事業を行うことを目的とする。 

 (所掌事項) 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。 

(１) 競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

(２) 競技会の開催及び運営に係る準備に関すること。 

(３) 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

(４) 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

(５) 関係競技団体及び関係機関との連携調整に関すること。 

(６) 市民のスポーツ意識の高揚に関すること。 

(７) その他前条の目的達成に必要な事務事業に関すること。 

 

   第２章 組織 

 (組織) 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

(１) つがる市を代表する者 

(２) つがる市議会を代表する者 

(３) 関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

(４) その他会長が特に必要と認める者 

 (役員) 

第５条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

(１) 会長  １名 

(２) 副会長  10名以内 

(３) 常任委員 35名以内 

(４) 監事  ２名 

 (役員の選任) 

第６条 会長は、つがる市長をもって充てる。 

２ 副会長、常任委員及び監事は、総会の同意を得て、委員のうちから会長が委嘱する。 
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(役員の職務) 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が

指名した順位により、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し第12条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

 (任期等) 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから第19条第

１項の規定により実行委員会が解散した日までとする。ただし、委員等が就任時における

それぞれの所属の団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は辞職したものとみな

し、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充すること

ができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告する。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

 (顧問及び参与) 

第９条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

 

   第３章 会議 

 (会議の種類) 

第10条 実行委員会に、次の各号に掲げる会議を置く。 

(１) 総会 

(２) 常任委員会 

(３) 専門委員会 

 (総会) 

第11条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。 

４ 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。 

(１) 競技会の開催に係る基本方針に関すること。 

(２) 会則の制定及び改廃に関すること。 

(３) 事業計画及び事業報告に関すること。 

(４) 予算及び決算に関すること。 

(５) 常任委員会に委任する事項に関すること。 
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(６) その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、及び議決することができない。ただし、

総会に出席できない委員はあらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任し、又

は書面で議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を含む。）

の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

７ 会長は、必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

８ 会長は、必要があると認めるときは、委員に事前に送付した議案に対し、書面をもって

評決を求め、その結果を総会の議決に代えることができる。 

 (常任委員会) 

第12条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長をもって充てる。 

４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が召集する。 

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

６ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した副委員長が

その職務を代理する。 

７ 常任委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。 

(１) 総会から委任された事項に関すること。 

(２) 専門委員会の設置並びに専門委員会への付託及び委任する事項に関すること。 

(３) 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

(４) その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

８ 前条第５項、第６項及び第８項の規定は、常任委員会について準用する。 

９ 常任委員会は、第7項の規定により審議決定した事項及び次条第２項の規定により専門委

員会から報告があった事項を、必要に応じて次の総会に報告するものとする。 

10 第８条の規定は、常任委員の任期等について準用する。 

 (専門委員会) 

第13条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から付託又は委任された事項について調査し、及び審議し、

その結果を常任委員会に報告しなければならない。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会に諮っ

た上で、会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

  

   第４章 会長の専決処分 

 (会長の専決処分) 

第14条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがない

とき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分すること
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ができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等に報告し、その承認

を得なければならない。 

 

   第５章 事務局 

 (事務局) 

第15条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   第６章 財務及び会計 

 (経費) 

第16条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 (予算及び決算) 

第17条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を経て

総会の承認を得なければならない。 

 (会計年度) 

第18条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日までとする。 

２ 実行委員会の財務及び会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   第７章 解散 

 (解散) 

第19条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経て解散

するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 

 

   第８章 補則 

 (委任) 

第20条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この会則は、令和３年７月１日から施行する。 

   附 則 

１ この会則は、令和６年６月 19 日から施行する。 

２ この会則の施行の際、現に第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会の役員、委員、

顧問、参与又は専門委員である者は、それぞれ実行委員会の役員、委員、顧問、参与又は専

門委員に委嘱されたものとみなす。 

３ この会則の施行の際、現に制定されている第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会

の方針、計画及び関係規程等中「第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会」とあるの



- 5 - 

は「青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポつがる市実行委員会」と、「第 80 回国民スポーツ大

会」とあるのは「青の煌
きら

めきあおもり国スポ」と、「第 25 回全国障害者スポーツ大会」とあ

るのは「青の煌
きら

めきあおもり障スポ」と読み替える。 
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青の煌めきあおもり国スポ・障スポつがる市実行委員会専門委員会規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、青の煌めきあおもり国スポ・障スポつがる市実行委員会会則（令和３年７月１日決 

定）第 13 条第３項に基づき、青の煌めきあおもり国スポ・障スポつがる市実行委員会専門委員会（以 

下「専門委員会」という。）の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

 （名称及び付託事項） 

第２条 専門委員会の名称及び青の煌めきあおもり国スポ・障スポつがる市実行委員会常任委員会から 

の付託事項は別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条 専門委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

（１）委員長   １名 

（２）副委員長 若干名 

（役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員のうちから青の煌めきあおもり国スポ・障スポつがる市実行 

委員会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定 

した順位により、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

３ 専門委員会の議事は、出席した専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると 

ころによる。 

４ 専門委員会は、必要があると認めるときには、専門委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を 

聴くことができる。 

（専門部会） 

第７条 専門委員会は、運営上必要があるときは、専門部会を設置し、専門的事項について調査研究等 

を行わせ、その結果を報告させることができる。 

２ 専門部会の委員は、会長が委嘱した委員（以下「部会委員」という。）をもって構成する。 

３ 第３条から第５条まで並びに第６条第１項、第２項及び第４項の規定は、専門部会について準用す 

る。この場合において、これらの条文中「専門委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とある 

のは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と、「専門委員」とあるのは「部会委員」と読 

み替えるものとする。 

４ 部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。 

 （委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会及び専門部会の運営について必要な事項は、それぞ 

参考資料２ 
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れ委員長及び部会長が別に定める。 

 

   附  則 

 この規程は、令和４年２月１４日から施行する。 

 

別表(第 2 条関係) 

名  称 付  託  事  項 

総務企画専門委員会 １ 総務企画に関すること。 

２ 財務に関すること。 

３ 広報に関すること。 

４ 市民協働に関すること。 

５ 歓迎、接伴に関すること。 

６ ほかの専門委員会に属さない事項に関すること。 

競技式典専門委員会 １ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 施設に関すること。 

４ その他競技式典に関すること。 

宿泊衛生専門委員会 １ 宿泊に関すること。 

２ 医事・衛生に関すること。 

３ その他宿泊衛生に関すること。 

輸送交通専門委員会 １ 輸送・交通に関すること。 

２ 警備・消防に関すること。 

３ その他輸送交通に関すること。 
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青の煌めきあおもり国スポ・障スポつがる市実行委員会 

総務企画専門委員会委員名簿 

（順不同・敬称略） 

番号 機関・団体名 役職名 氏 名 

1 特定非営利活動法人つがる市スポーツ協会 副会長 今岡 慶三 

2 つがる市スポーツ少年団 本部長 田中 正治 

3 つがる市観光物産協会 理事 大崎 武彦 

4 つがる市商工会 副会長 葛西 邦夫 

5 きづくり商店街振興会 会計 戸沼 佳一 

6 ごしょつがる農業協同組合 代表理事常務 工藤 良二 

7 つがるにしきた農業協同組合 代表理事常務 金澤 榮 

8 社会福祉法人つがる市社会福祉協議会 副会長 成田 清繁 

9 つがる市自治会連合会 豊田自治会長 小嶋 俊一 

10 つがる市子ども会育成連絡協議会 副会長 齊藤 明 

11 つがる市連合婦人会 副会長 小笠原 敬子 

12 つがる市老人クラブ連合会 会長 柴谷 松雄 

13 つがる市校長会 会長 梅津 知己 

14 青森県立木造高等学校 臨時講師 中村 和澄 

15 つがる市総務部総務課 課長 西 正美 

16 つがる市総務部秘書政策課 課長 平山 栄治 

17 つがる市総務部地域創生課 課長 野村 純也 

18 つがる市財政部財政課 課長 西 明仁 

19 つがる市経済部観光・ブランド戦略課 課長 小寺 拓 

20 つがる市経済部商工労政課 課長 長瀬 公秀 
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青の煌めきあおもり国スポつがる市広報基本計画 

１．目的 

青の煌めきあおもり国スポの開催に対する市民の理解と関心を深め、参加 

意識の高揚を図るとともに、歴史や文化、産業、観光、自然、食など、本市 

の多彩な魅力を広く発信するため、効果的かつ積極的な広報活動を行う。 

２．内容 

（１）愛称・スローガン等の活用による広報 

   大会愛称・スローガン、マスコットなどの活用及び普及により、市民への 

周知を図る。 

（ア）愛称・スローガン、マスコットキャラクター等の活用及び普及 

（イ）イメージソング等の活用及び普及 

（２）印刷物等による広報 

   愛称・スローガン、マスコットキャラクター等を活用して、各種印刷物や 

啓発用物品を作成する。 

  （ア）ポスター、パンフレット、PR 広報誌の作成 

（イ）啓発グッズの作成 

（ウ）関係機関等の刊行物への掲載 

（３）多様な媒体による広報 

   多様なメディアを活用し、効果的な情報発信を行う。 

  （ア）ホームページや SNS 等、インターネットによる情報発信 

（イ）新聞、テレビ、ラジオ等による広報 

（ウ）市広報誌等の活用 

（４）工作物等による広報 

工作物を作製し、活用する。  

（ア）広告塔、歓迎塔の設置 

（イ）横断幕、懸垂幕、のぼり旗の設置 

（ウ）案内板の設置 

（エ）カウントダウンボードの設置 

参考資料４ 
令和５年 12 月５日 

第２回常任委員会決定 
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（５）イベントによる広報 

   啓発イベントを開催するとともに、関係機関・団体等のイベントと連携し、 

効果的な情報発信を行う。 

（ア）啓発イベントの開催 

（イ）市内既存イベント等との連携 

（ウ）市の PR 活動との連携 

（６）大会記録集による広報 

   「青の煌めきあおもり国スポ」の成果を記録にとどめるため、大会報告書、 

写真集等を制作する。 

  （ア）大会報告書の作成 

  （イ）記録写真集の作成 

  （ウ）大会記録映像の作成                                                
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青の煌めきあおもり国スポつがる市歓迎・接伴基本計画 

１．目的 

  青の煌めきあおもり国スポに参加する選手、監督、役員、視察員、報道員、 

その他関係者及び一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）の歓迎・接伴 

については、関係機関や団体等の協力を得て、全国から訪れる方々に本市の 

魅力を広く伝え、再度の来訪につながるよう、心を込めたおもてなしを提供 

することを目的とする。 

２．内容 

（１）案内所の設置 

大会参加者等の便宜を図るため、競技会場、主要駅等に案内所を設置し、競 

技、宿泊、交通、観光、物産等の案内及び連絡業務等を行う。 

（２）休憩所の設置 

  大会参加者等の憩いの場、交流の場として利用するため、競技会場に休憩 

所を設置する。 

（３）売店等の設置 

（ア）大会参加者等の便宜を図るとともに、本市の特産物等の紹介及び販売を 

促進するため、関係機関・団体の協力を得て、競技会場に売店等を設置する。 

 （イ）売店等では、ゴミの減量化、持ち帰り運動、分別収集に努める。 

（４）歓迎装飾の実施 

  大会参加者等を歓迎するため、競技会場、主要駅、その他必要な場所におい 

て歓迎装飾を行う。 

（５）接遇意識の高揚 

  大会参加者等に対し、おもてなしの心で接遇するため、関係機関・団体等の 

協力を得て、接遇意識の高揚に努める。 

（６）情報の発信・提供 

  大会参加者等が必要とする情報（競技、宿泊、交通、観光、物産等）を円滑 

に提供できるよう、SNS 等のインターネット上における情報発信の推進に努 

め、併せて戦略的観光 PR の充実を図る。 
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2024年7月1日現在

開始日 終了日

第80回東北高等学校陸上競技大会
兼　秩父宮賜杯第78回全国高等学校陸上競技対校選手権大
会東北地区予選会

カクヒログループアスレチックスタジアム
新青森県総合運動公園投てき・アーチェ
リー場

競　泳
第80回東北水泳大会
第73回東北高等学校選手権水泳競技大会
第93回日本高等学校選手権水泳競技大会予選会

マエダアリーナ 50ｍプール

水　球 開催しない

アーティスティック スイミング
日本アーティスティックスイミング・チャレンジカップ2025岩手
県・宮城県・福島県・山形県・秋田県・青森県予選会

マエダアリーナ 50ｍプール

オ ープンウォータースイミング 青森あさむし温泉オープンウォータースイミング大会 2025 サンセットビーチあさむし特設会場

第48回全日本都市対抗テニス青森大会 新青森県総合運動公園テニスコート

6人制 開催しない

ビーチバレーボール ジャパンビーチバレーボールツアー2025サテライト青森大会 サンセットビーチあさむし特設会場

第30回ジャパンオープントーナメント
盛運輸アリーナ
マエダアリーナ

男子第70回・女子第69回全日本実業団ソフトテニス選手権大
会

新青森県総合運動公園テニスコート

2025年全日本卓球選手権大会（団体の部） カクヒログループスーパーアリーナ

開催しない

ライフル射撃 25m 2025年度 全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 青森県警察学校射撃場

ラグビーフットボール 15人制 開催しない

リード

ボルダー

令和７年度東北高等学校アーチェリー選手権大会
新青森県総合運動公園投てき･アーチェ
リー場

2025年度第24回東北女子倶楽部対抗競技大会 青森カントリー倶楽部

第17回日本スプリントトライアスロン選手権（2025/青森） 青森市特設トライアスロン会場

競　技

新体操

トランポリン 第39回東北トランポリン競技選手権大会 岩木山総合公園体育館

第77回全日本総合女子ソフトボール選手権大会
弘前市運動公園野球場（はるか夢球場）
岩木山総合公園野球場
平賀多目的広場

第72回全日本勤労者弓道選手権大会 青森県武道館近的弓道場

50m

10m

ＢＰ・ＢＲ 弘前克雪トレーニングセンター

第51回青森県少年空手道大会 青森県武道館主競技場

2025年度 ブロック本部公式大会（北海道・東北）
弘前クレー射撃場（トラップ１面・スキート１
面）

硬　式

軟　式

第61回全国社会人サッカー選手権大会
プライフーズスタジアム
東運動公園陸上競技場
南郷陸上競技場

開催しない

令和７年度第71回東北高等学校レスリング選手権大会 FLAT HACHINOHE

自転車 トラック・レース 第60回全国都道府県対抗自転車競技大会 八戸自転車競技場

開催しない

ラグビーフットボール 7人制 開催しない

内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯第54回全国都道府県対抗
ボウリング選手権大会

ゆりの木ボウル

4 黒 石 市 バドミントンＳ／ＪリーグⅡ2025　黒石大会 スポカルイン黒石

5 五所川原市 バレーボール 6人制 開催しない

第61回全国社会人サッカー選手権大会
十和田市高森山球技場
十和田市高森山人工芝多目的グラウンド

開催しない

第63回全国教職員相撲選手権大会 十和田市相撲場

青の煌
きら

めきあおもり国スポ 競技別リハーサル大会【市町村別一覧】

№ 会場地 競技・種目名 競技会場名大会名
実施日

1 青 森 市

陸上競技

水　泳

テニス

バレーボール

ハンドボール

ソフトテニス

卓　球

軟式野球

スポーツ
クライミング

盛運輸アリーナ青の煌めきスポーツクライミング競技大会

アーチェリー

ゴルフ

トライアスロン

2025年6月

全日本社会人スポーツ射撃競技選手権大会
兼　全国ジュニアスポーツ射撃競技大会

空手道

開催しない

ソフトボール

開催しない

2 弘 前 市

体　操

ライフル射撃

(特別)高等学
校野球

クレー射撃

弓　道

弘前市運動公園運動広場特設ライフル射
撃場

バドミントン

6 十 和 田 市

サッカー

バスケットボール

相　撲

3 八 戸 市

サッカー

バスケットボール

レスリング

ソフトボール

ボウリング

―

―

―

2025年6月21日～22日

2025年9月5日～6日

2025年10月17日～19日

―

―

―

―

―

―

―

―

―

2025年10月11日～15日

2025年7月20日～21日

2026年（未定）

2025年6月27日～29日

2025年8月29日

2025年9月14日

2025年7月12日～13日

2025年9月20日～22日

2025年5月31日～6月1日

2025年9月5日～7日

2025年6月7日～8日

2025年7月18日～20日

2025年6月29日

2025年8月31日

2025年7月18日～20日

2025年7月26日～27日

2025年7月26日～27日

2025年8月9日～12日

2025年10月17日～19日

2025年9月6日～7日

2025年11月13日～16日

2025年10月11日～15日

2025年8月24日
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